
主務大臣

法人所管部局 担当課、責任者 消費者庁消費者教育・地方協力課　金子課長
評価点検部局 担当課、責任者 消費者庁総務課　日下部参事官

主務大臣

法人所管部局 担当課、責任者 －

評価点検部局 担当課、責任者 －

－

様式１－１－１ 中期目標管理法人 年度評価 評価の概要

１．評価対象に関する事項

法人名 独立行政法人国民生活センター

評価対象事業年度
年度評価 平成27年度
中期目標期間 平成25～29年度

２．評価の実施者に関する事項

内閣総理大臣
消費者庁消費者教育・地方協力課
消費者庁総務課
－

－

３．評価の実施に関する事項

（実地調査、理事長・監事ヒアリング、有識者からの意見聴取など、評価のために実施した手続等を記載）

・消費者庁消費者教育・地方協力課は、平成28年７月28日、「第１回独立行政法人国民生活センター評価等のための有識者懇談
会」を消費者庁において開催し、独立行政法人国民生活センターの理事長、理事、監事及び総務部長による平成27年度業務実績の
説明並びに同説明に対する有識者からの意見を聴取した。
・消費者庁消費者教育・地方協力課は、平成28年７月29日、「第１回独立行政法人国民生活センター評価等のための有識者懇談
会」における独立行政法人国民生活センターの説明及び有識者の意見を踏まえ、主務大臣の評価を記載した「総合評定表」及び
「項目別評定表」の評価案を有識者へ送付した。
・消費者庁消費者教育・地方協力課は、平成28年８月２日、「第２回独立行政法人国民生活センター評価等のための有識者懇談
会」を消費者庁において開催し、独立行政法人国民生活センターの平成27年度業務実績に対する主務大臣の評価案につき、有識者
から意見を聴取し、その了承を得た。

４．その他評価に関する重要事項

（組織の統廃合、主要な事務事業の改廃などの評価対象法人に関する事項、評価体制の変更に関する事項などを記載）

平成27年度は、独立行政法人通則法における監事機能の強化の規定（第19条、第19条の２、第39条、第39条の２）に基づき、監事
の下に監事室を設置し、監査の更なる適正化を実施した。



様式１－１－２　中期目標管理法人　年度評価　総合評定

評定

（Ｓ、Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ） ２５年度 ２６年度 ２７年度 ２８年度 ２９年度

Ａ（標準） Ｂ（標準） Ｂ（標準） － －

項目別評定で指摘した課
題、改善事項

（項目別評定で指摘した課題、改善事項で翌年度以降のフォローアップが必要な事項を記載。中期計画及び現時点の年度計画の変更が必要と
なる事項があれば必ず記載）

・職員の給与水準については、対国家公務員ラスパイレス指数（年齢・地域・学歴勘案）が計画値の100.0を
上回らないよう、人員の構成を是正し、給与水準の抑制を徹底することが必要。
・相模原研修施設の宿泊室の稼働率と研修の受講人員については、計画値を達成するため、時宜に応じた研
修テーマの設定や受講者のニーズに応じた研修日程を組むこと、それを広範に周知させる広報活動を一層推
進すること等により、研修受講者を増加させるよう努めることが必要。

１．全体の評定

Ｂ（標準）
（参考）本中期目標期間における過年度の総合評定の状況

評定に至った理由 （項目別評定の分布や、下記「２．法人全体に対する評価」を踏まえ、上記評定に至った理由を記載）

　項目別評定の分布において、下記「２．法人全体に対する評価」における結果を踏まえると、94％がＢ以
上の評定（２％がＡ評定、92％がＢ評定、６％がＣ評定）であることから、独立行政法人国民生活センター
は、中期目標の達成に向けて年度計画を着実に実施しているため、「１．全体の評定」をＢ評定とした。

２．法人全体に対する評価

法人全体の評価 （項目別評定及び下記事項を踏まえた、法人全体の評価を記述。項目別評定のうち、重要な事項について記載）

　「項目別評定」において、94項目（全108項目のうち該当のない14項目を除く。）のうち、２項目がＡ評
定、86項目がＢ評定、６項目がＣ評定であり、全体として年度計画を着実に実施している。

全体の評定を行う上で特に
考慮すべき事項

（法人全体の信用を失墜させる事象や外部要因など、法人全体の評定に特に大きな影響を与える事項その他法人全体の単位で評価すべき事
項、災害対応など、目標、計画になく項目別評価に反映されていない事項などを記載）

　特段なし。

３．項目別評価における主要な課題、改善事項など

その他特記事項 （有識者からの意見があった場合の意見、評価の方法について検討が必要な事項など、上記以外で特に記載が必要な事項があれば記載）

　特段なし。

その他改善事項 （上記以外で今後の対応の必要性を検討すべき事項、目標策定の妥当性など、個別の目標・計画の達成状況以外で改善が求められる事項があ
れば記載）

　特段なし。
主務大臣による改善命令を
検討すべき事項

（今後、改善が見られなければ改善命令が必要となる事項があれば記載）

　特段なし。

４．その他事項

監事等からの意見 （監事等へのヒアリングを実施した結果、監事等からの意見で特に記載が必要な事項があれば記載）

　特段なし。


